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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成29年2月9日(2017.2.9)

【公表番号】特表2016-509279(P2016-509279A)
【公表日】平成28年3月24日(2016.3.24)
【年通号数】公開・登録公報2016-018
【出願番号】特願2015-548755(P2015-548755)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｍ   1/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｍ  11/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｍ  15/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｍ   3/00     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ａ６１Ｍ   11/00     　　　Ｄ
   Ａ６１Ｍ   15/00     　　　Ｚ
   Ｇ０６Ｍ    3/00     　　　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成28年12月16日(2016.12.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１印を有し、インクリメントで軸回りに回転可能な第１リング部材であって、前記第
１印がカウントを表示する、第１リング部材と、
　規制機構を備える規制部材と、
を備え、
　前記規制機構が、
　前記第１リング部材に対して径方向で作用するように構成された規制部材係合部分であ
って、前記第１リング部材に接触して前記第１リング部材が前記規制部材に対して前記軸
回りに自由に回転することを規制する、規制部材係合部分と、
　案内部であって、当該案内部が、固定関係にあり、前記規制部材係合部分から間隔をあ
けた腕部を備え、当該案内部が、前記規制部材係合部分が前記第１リング部材と接触した
ままとなるように前記第１リング部材に接触するように構成されている、案内部と、
を備えることを特徴とするカウンタ。
【請求項２】
　前記規制部材係合部分が、前記第１リング部材の内周面に接触するように構成された１
以上の歯を備えることを特徴とする請求項１に記載のカウンタ。
【請求項３】
　前記第１リング部材が、前記規制部材係合部分と協働するように構成された係合部分を
備え、前記第１リング部材に接触して前記第１リング部材が前記規制部材に対して前記軸
回りに自由に回転することを規制することを特徴とする請求項１または２に記載のカウン
タ。
【請求項４】
　前記第１リング部材にある前記係合部分が、当該第１リング部材の内周面にある複数の
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歯を備えることを特徴とする請求項３に記載のカウンタ。
【請求項５】
　前記案内部が、前記第１リング部材を外周面に接触させることを特徴とする請求項１か
ら４のいずれか１項に記載のカウンタ。
【請求項６】
　前記規制機構が、固定端部と自由端部とを有する基部に支持されており、
　前記固定端部が、前記規制部材に連結され、
　前記自由端部が、前記規制部材から自由であり、
　前記基部が、前記自由端部が前記第１リング部材に対して径方向で移動可能なように前
記固定端部において可撓性を有することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記
載のカウンタ。
【請求項７】
　前記規制部材係合部分が、前記基部の前記自由端部に位置することを特徴とする請求項
６に記載のカウンタ。
【請求項８】
　前記規制部材が、前記第１リング部材と同じ軸回りで同軸に配置された規制リング部材
を備えることを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載のカウンタ。
【請求項９】
　前記規制リング部材が、当該規制リング部材の前記軸回りでの回転を防止することに関
して、筐体内にある対応する形状の突出部と係合するために、上側周面に配設された１以
上の位置付け凹所を備えることを特徴とする請求項８に記載のカウンタ。
【請求項１０】
　第２印を有する第２リング部材あって、前記第１リング部材と同じ軸回りにインクリメ
ントごと回転可能であり、前記第２印が、計数を表示する、第２リング部材と、
　前記第２リング部材を前記第１リング部材と開放可能に連結するための連結機構であっ
て、連結すると前記第２及び第１リング部材を協働して回転させることを可能とし、かつ
、連結していないと前記第２リング部材の独立した回転を可能とする、連結機構と、
を備え、
　前記連結機構が、第１及び第２係合手段を備え、
　前記第１係合手段が、前記軸に対して、径方向外側及び径方向内側に移動可能であるこ
とを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載のカウンタ。
【請求項１１】
　前記連結機構が、前記第１係合手段を径方向外側に反らせる反らせ板を備えることを特
徴とする請求項１０に記載のカウンタ。
【請求項１２】
　反らせ板が、前記規制部材に接続されている、または、前記規制部材と一体化されてい
ることを特徴とする請求項１１に記載のカウンタ。
【請求項１３】
　前記第２リング部材を回転させるための駆動機構を備え、
　前記駆動機構の少なくとも一部が、前記第２リング部材と一体化されていることを特徴
とする請求項１０から１２のいずれか１項に記載のカウンタ。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれか１項に記載のカウンタを備えることを特徴とするディスペ
ンサ。
【請求項１５】
　薬剤容器を受けるための本体と、
　薬剤容器と、
　前記薬剤容器から用量の薬剤を分配するための分配機構と、
　請求項１から１３のいずれか１項に記載のカウンタと、
を備えることを特徴とするディスペンサ。
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【請求項１６】
　軸回りでの回転部材の自由な回転を規制するための規制機構であって、
　回転軸を有する回転部材と、
　前記回転部材に対して径方向で作用するように構成された係合部分であって、前記回転
部材に接触し、当該規制機構に対して前記軸回りでの前記回転部材の自由な回転を規制す
る、規制機構係合部分と、
　固定関係にある前記規制機構係合部分から間隔をあけた腕部を備える案内部であって、
前記規制機構係合部分が前記回転部材と接触したままとなるように前記回転部材に接触す
るように構成されている、案内部と、
を備えることを特徴とする規制機構。
【請求項１７】
　前記規制機構係合部分が、前記回転部材の内周面に接触するように構成された１以上の
歯を備えることを特徴とする請求項１６に記載の規制機構。
【請求項１８】
　前記回転部材が、前記規制機構係合部分と協働するように構成された係合部分を備え、
前記軸回りでの当該規制機構に対する前記回転部材の自由な回転を規制することを特徴と
する請求項１６または１７に記載の規制機構。
【請求項１９】
　前記回転部材にある前記係合部分が、前記回転部材の内周面にある複数の歯を備えるこ
とを特徴とする請求項１８に記載の規制機構。
【請求項２０】
　案内部が、前記回転部材を外周面に接触させることを特徴とする請求項１６から１９の
いずれか１項に記載の規制機構。
【請求項２１】
　前記規制機構係合部分が、固定端部及び自由端部を有する基部に支持されており、
　前記基部が、前記固定端部において規制部材に取り付けられており、
　前記基部が、前記固定端部において曲がるように構成されており、それにより、自由端
部が、回転部材に対して径方向で移動可能であることを特徴とする請求項１６から２０の
いずれか１項に記載の規制機構。
【請求項２２】
　前記規制部材が、前記回転部材と同じ軸回りに同軸に配置されていることを特徴とする
請求項２１に記載の規制機構。
【請求項２３】
　前記規制機構係合部分が、前記基部の前記自由端部に位置することを特徴とする請求項
２１または２２に記載の規制機構。
【請求項２４】
　第１印を有し、インクリメントで軸回りに回転可能な第１リング部材であって、前記第
１印がカウントを表示する、第１リング部材と、
　規制機構を備える規制部材と、
を備え、
　前記規制機構が、
　前記第１リング部材と同じ軸回りで同軸に配置された規制リング部材と、
　前記第１リング部材に対して径方向で作用するように構成された規制部材係合部分であ
って、前記第１リング部材に接触して前記第１リング部材が前記規制部材に対して前記軸
回りに自由に回転することを規制する、規制部材係合部分と、
を備えることを特徴とするカウンタ。
【請求項２５】
　第１印を有し、インクリメントで軸回りに回転可能な第１リング部材であって、前記第
１印がカウントを表示する、第１リング部材と、
　第２印を有する第２リング部材あって、前記第１リング部材と同じ軸回りにインクリメ
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ントごと回転可能であり、前記第２印が、計数を表示する、第２リング部材と、
　前記第２リング部材を前記第１リング部材と開放可能に連結するための連結機構であっ
て、連結すると前記第２及び第１リング部材を協働して回転させることを可能とし、かつ
、連結していないと前記第２リング部材の独立した回転を可能とし、当該連結機構が、第
１及び第２係合手段を備え、　前記第１係合手段が、前記軸に対して、径方向外側及び径
方向内側に移動可能である、連結機構と、
　規制機構を備える規制部材と、
を備え、
　前記規制機構が、前記第１リング部材に対して径方向で作用するように構成された規制
部材係合部分を備え、前記第１リング部材に接触して前記第１リング部材が前記規制部材
に対して前記軸回りに自由に回転することを規制することを特徴とするカウンタ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　上述したいずれかの規制機構において、規制機構は、第１リング部材の順計数方向にお
いて第１リング部材に摩擦抵抗を付与し、反計数方向での第１リング部材の移動を防止す
るように構成されてもよい。このように、この配置は、順計数方向で計数しすぎることに
対する予防を提供し、反計数方向でのカウンタの回転を防止する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　第１係合手段は、径方向外側に移動されてもよい。径方向外側に移動されると、第１係
合手段は、突出部のうちの１つと係合する。係合されると、第１リング部材は、順計数方
向において規制機構の摩擦抵抗を克服し、第１リング部材は、順計数方向で回転する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　開口部１１２の内側には、本体の内側に成形された内側溝部（図示略）がある。接合部
材１２０は、本体内にスライド式に収容されており、溝部は、その周囲にあるリブと係合
している。接合部材は、フラップ１２２を接合部材１２０に回動式に位置付けるための一
対の回動クリップ（図示略）を有する。中央には、接続部材は、絞り弁組立体の出口ステ
ム１１８のためのソケット１２４を有する。ソケットは、経路１２６に続いており、この
経路は、薄肉のキンク可能部分及びノズル端部を有する。ノズル端部は、接合部材の移動
可能部分にある。接合部材の主部分及び移動可能部分は、活性ヒンジによって接続されて
いる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０８】
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　実際には、最初に第１リング部材２０２を回転させなければならなくなることを避ける
ために、「２００」よりは例えば「１９９」で開始することが便利である。したがって、
図１５ａにおいて窓部１２０２の右側に見える数字「２００」を形成する整数を省略する
ことがある。このため、第２及び第１リング部材を初期的にディスペンサの筐体に揃える
と、（上から下に読むと）第１、第２及び第３列は、協働して数字「１９９」を表示させ
る、すなわち、
【表３】

となっており、ここで、「－」は空白スペースを示す。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２０】
　図１３及び図１４を参照して上述したように、第２及び第１リング部材を連結すると、
（第２及び第１リング部材が連結解除され始めるまで）第１リング部材は、第２リング部
材と同じ速度で回転する。（第２及び第１リング部材間の連結機構の一部を形成する）突
出部１５１６とほぼ同じ距離で突出部１５１２の間隔をあけることによって、腕部が正確
に連結解除されなくても、第１リング部材が求めるよりもさらに回転することを防止し、
このさらに回転することは、不正確な計数を示す。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２２】
　容器またはディスペンサに位置する複数の対応する形状をなす突出部は、キー機能を提
供するように非対称に設計されている。すなわち、第３リング部材は、容器及びディスペ
ンサ、ひいては第２及び第１リング部材に対して１つの回転位置にのみ位置する。これに
より、第３リング部材が第２及び第１リング部材に対して常に正確に位置することを保証
し、計数を正確に記録することを可能とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２３】
　第１リング部材１５１０は、（図１５を参照して上述したように）第１印を目立たなく
するための表示カバー素子１５１４をさらに備え、ディスペンサが空であることを示すゼ
ロに達したことをカウンタが示す。


	header
	written-amendment

